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地球救出アクション97 様

「原子力依存のエネルギー政策の転換を求める申入れ」への御回答

平成14年12月

経済産業省

表記について、次のとおり御回答いたします。

１．

今回の一連の問題に対して、当省としては、まず、徹底した事実解明を進める

ことが必要と考え、調査を進めその結果を公表してまいりました。また、法令違

反が確認されたものについては、原子炉の運転停止処分など厳正な対応を行うこ

ととしております。また、国民の信頼回復のためには、早急に再発防止策を講じ

ることが必要不可欠であることから、今次臨時国会に、事業者による自主検査の

法定化、設備にひぴ割れ等がある場合の設備の健全性評価の義務化などを内容と

する法案を提出させて頂いております。こうした対応を通じて、引き統き原子力

の安全確保に努めてまいる所存です。

原子力発電の経済性については、平成１１年１２月の総合エネルギー調査会原

子力部会において、原子力発電の経済性に係る試算が行われ、原子力発電コスト

は、約５．９円/kWhと試算されています。こればあくまでも一定の前提の下での

試算ではありますが、他の電源との比較において遜色がないものと認識しており

ます。

さらに、原子力発電ば、ウラン資源が政情の安定した国々に分布していること

などから燃料の供給安定性に優れるとともに、発電過程で二酸化炭素を排出しな

いことから地球温暖化対策に資するものであリ、日本の電力供給の３分の１を担

う基幹エネルギーとなっています。このように優れた特質を有する基幹エネルキ

ー源を損なうことは適切ではなく、原子力発電は今後とも、より重要なエネルギ

ー源となっていくと考えられます。

２．

エネルギー資源の乏しい我が国は、国内において核燃料サイクルを確立するこ

とが将来的なエネルギーセキュリティの確保上極めて重要との認識の下、原子力

開発当初から、核燃料サイクルの確立に向け継続して努力を行ってきており、実

用規模の施設を安全に運転できる技術、経験を蓄積してきています。

使用済燃料から回収されるウランやプルトニウムをプルサーマルによってリサ

イクル利用する場合、元の燃料の量の最大２割から４割程度に相当する新たな燃

料を再び加工することができます。さらに、使用済燃料を再処理して、高レペル
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放射性廃棄物を分離することにより、高レペル放射性廃棄物として処分する量を

低減することができます。

使用済燃料を国産資源として活用する核燃料サイクルを実用規模で確立してい

れば、将来ウラン資源の供給が万一不安定になるようなことがあっても柔軟に対

応でき、また、石油や石炭、原子力に変わり得る将来の基幹エネルギーの開発・

普及の努力に、より多くの時間的余裕を与えられます。すなわち、核燃料サイク

ルの確立により、将来のエネルギー供給の不確実性というリスクの低減に貢献で

きます。そのため、プルサーマルを含む核燃料サイクルは、長期的な視点に立っ

て、着実に推進していくことが重要です。

しかし、今回の事案により、原子力に対する国民・住民の信頼を失ったことの

影響は大きく、原子力政策を巡る情勢は厳しいものがあります。まずは、事実関

係の究明や再発防止策を徹底的に実施することを再出発点とし、国民・地元との

対話活動に積極的に取り組むこと等を通じ、失った信頼の回復に全力を傾注して

まいる所存です。

３．

風力・太陽光等の新エネルギーについては、地球環境問題への対応やエネルギ

ー安定供給の多様化を図る観点から、その導入促進に最大限の努カを傾注するこ

とが重要と考えております。我が国では、新エネルギー導入目標として、２０１

、 、 、０年度に原油換算で１９１０万kl 一次エネルギー供給の３％程度と設定 また

新エネルギーに地熟・水カを加えた再生可能エネルギー全体としては、一次エネ

ルギー供給の７％程度と設定しており、この目標の実現に向けて、政府としては

最大限の取組を図っております。

平成１５年度概算要求として、平成１４年度予算額に比べて１６９億円増とな

る１，６１８億円を計上し、施策の強化を目指しております。

また、先の通常国会で成立いただいた「電気事業者による新エネルギー等の利

用に関る特別措置法」に基づき、電力分野における新エネルギーの導入拡大に、

努めてまいる所存であります。

今後とも、風力・太陽光等をはじめ、新エネルギー源ごとの特性や課題に応じ

て、新エネルギーの開発・導入に向けて全力で取り組んでまいります。

４．

今次臨時国会において御審議頂いている電気事業法等の改正法案により、事業

者に対し、検査の結果、ひぴ割れ等の不具合が発見された場合には、当該設備の

安全上の評価を行い、記録することを義務づけることとしております。いわゆる

「維持基準」は、ひび割れ等の不具合いが発見された場合に、それが技術基準に

適合しているか、その不具合が将来にわたってどのように進展するか、仮に将来
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技術基準に適合しなくなるとすればどの時期か、といったことを、科学的・合理

的な根拠に基づく方法により予測し、評価する手法であり、この評価手法の導入

により設備の安全確保に資するものと考えています。従来から求められている安

全性の水準を引き下げるものではありません。

定期検査の間隔については、平成1４年６月の総合資源エネルギー調査会原子

力安全・保安部会報告において、個々の保守・点検項目ごとに安全上最も有効な

頻度を評価し、その評価に基づき規制当局が原子炉の停止中に行うべき検査項目

の間隔を定めるべき、としています。この考え方は、インセンティブを与えるる

ものではなく、規制において科学的合理性を確保し、実効性を向上するためのも

のであり、この考え方に沿って今後検討を行ってまいります。


